
設備構成図（例）

登録一般放送に係る安全・信頼性対策の内容について

予備電源の設置（配備）

今後

予備機器の設置（配備）

誘導対策

運用・管理体制

※事業用電気通信設備規則を参考とし、検討の予定。

新放送法では、登録一般放送に用いられる電気通信設備について、安全・信頼性に係る規定の整備を行う。
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・自然災害
（落雷、台風、降雪、降雨等）

・事故
（火災、交通事故等）

・他社設備で発生した障害
・信号停止

・人為的ミス
・機器の故障・不具合

耐震対策 防火対策

試験機器・応急復旧機材の配備

故障検出・通知機能 耐雷対策

現状 有線テレビジョン放送法及び電気通信役務利用放送法において、安全・信頼性に関する規定がない。
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